
条例（案）は、議会へ上程され審議される。

八街市の条例等（規則や要綱など）の制定までの流れ

新しい法律の制定
法律の一部改正

市民からの要望
市の新しい事業計画

議員発議
（議員が議会に直接条例案を提出）

法
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例
に
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る

こ
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と
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っ

て
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る
場
合

条例等を制定する必要があるかどうか、速やかに
行うものか、事業計画や予算等に問題はないか、
関係する部課等において十分な情報収集、検討や
協議を行う。

事業実施の決定

公示され、条例、規則、要綱として制定

事業の実施
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条例等の条文（原案）の作成（関係課）

法令審査委員会で原案について、法律に違反していない
か、運用に問題はないか等の審議を行う。

条
例
以
外
の
規
則
・
要
綱

「罰則規定」を
設ける場合

地方検察庁と協議

「罰則規定」を
設けない場合

再度、法令審査委員会に
おいて審議する。


